
 

平成28年 7月 8日掲示 

 

印刷物作成（デザインあり）にかかる入札依頼について 

■担当者：業務国際課 稲垣 

業務内容 「知的財産価値評価無料モニター募集」のチラシ作成 

選定基準 最廉価落札方式 

依頼業務 ・本紙3頁～4頁「見本」をベースとしたデザイン（文字レイアウト並び

に背景の作成） 

・印刷業務 

電子データ  チラシデータ（PowerPoint） 

作成部数  700部 

納期  平成28年8月1日（月）必着で当会指定の10箇所に納品 

（納品先について） 

 50 部を指定の 9 箇所（福岡県博多市、鹿児島県鹿児島市、大阪府大阪

市、大阪府岸和田市、愛知県名古屋市、東京都中央区、神奈川県横浜市、

神奈川県鎌倉市、埼玉県本庄市）に、残り250部を日本弁理士会（東京

都千代田区）にそれぞれ納品いただきます。 

  ※詳細な納品先は、落札いただいた業者様に追ってお知らせします。 

仕様 

 

＊デザイン 

 ・文面は見本ベースとして、読みやすくするための工夫（文字の強調・

枠、下線の配置等）をいただきます。 

・裏表両面の背景をデザインいただきます。（カラー） 

・表面、裏面で大幅なデザイン変更は要しません。 

・一部URL、問い合わせ先等空欄になっている部分は落札いただいた業

者様に追ってお知らせします。 

・落札いただくまでに一部文言等に修正が入る可能性がございます。 

 （頁数は変わりません。） 

＊印刷業務 

サイズ：A4、コートA版44.5kg、両面カラー印刷 

スケジュー

ル 

平成28年7月21日（木）結果通知、デザイン作業開始 

  同  7月26日（火）15:00 デザイン案の提出（pdfファイルにて） 

  同  7月26日（火）17:00 校了、印刷開始、印刷後の発送 

  同  8月  1日（月）指定納品先への納品完了 

提出方法 下記 問い合わせ先メールアドレスに見積書データ送付 
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※当会に初めて入札いただく業者様におかれましては、見積書の他会社概

要・業務実績等のご提出もお願いいたします。 

見積締切日 平成２８年７月１４日（木）正午 

結果通知 平成２８年７月下旬 

備  考 ・当会では事業費の削減に取り組んでいることを何卒ご理解ください。 

・新規（当会の業務を初めて受任いただく）業者様が落札された場合、契

約時に「反社会的勢力に属していない」旨の誓約書を提出いただきます。 

・落札額等のお問合せにはお答えできません。ご了承ください。 

 

【問い合わせ先】 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関３－２－６ 東京倶楽部ビル１４階 

03-3519-2703（電話）、h.inagaki-jpaa@nifty.com（E-mail） 

日本弁理士会 第２事業部 業務国際課 稲垣裕之 
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特許製品を製造又は販売している中小企業の皆様

企業における知的財産の評価
無料モニター大募集！！

応募⽅法
裏⾯に記載の注意事項をお読みの上、ご応募ください。
ご応募は、下記ＵＲＬの申込フォームに⼊⼒をして頂くか、裏⾯の申込⽤
紙をＦＡＸで送付して頂くかの何れかでお願いいたします。
ＵＲＬ：http://
＜申込フォームには、当評価センターのホームページから辿り着くこともできます。＞

[お問い合わせ] ⽇本弁理⼠会・・・・・
ＴＥＬ E-mail：

知財評価に携わる弁理士チームの評価を受けてみませんか？

⽇本弁理⼠会知的財産価値評価推進センターでは、次の①と②の両⽅の簡易
評価を実施させて頂けるモニター企業を募集しています。簡易評価は、無償
で⾏います。応募可能な企業は、特許製品を製造⼜は販売している中⼩企業
です。知財を経営に⽣かすヒント・きっかけを得る機会として、是⾮ご応募
ください。

①知財活動の評価
御社の知財活動状況（出願、活動、管理）が適正であるか否かの簡易評価

を⾏います。

②製品保護の評価
知財による製品保護の状態についての簡易評価を⾏います。

メリット
・業務改善に役⽴つ客観的な評価結果を得られる
・今後の製品改良や権利取得に役⽴つ情報を得られる
・外部機関への知財⼒アピールに成果物を利⽤できる

（中小企業の知財評価を行いたい金融機関や地方公共団体の方々もご応募頂けます。）
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以下につきましては、モニター企業を選考する際に参考させて頂きます。

評価対象特許の特許番号（必須）：

特許製品の概要（必須）：

知財評価に申し込んだ理由（該当する記載のチェックボックスにチェックをしてください）
知財活動・体制について客観的な意⾒を聞きたい。

知財を持っているが有効に機能していない。
新商品の企画・開発が停滞し、知財活動を⾒直したい。
⾃社の知財⼒を⾒える化したい。

その他（ ）
知財についてもっと戦略的に考えたい。
類似商品との競合により価格競争に巻き込まれている。

・製法特許は、評価対象としておりません。
・選考結果は、採否に拘わらず連絡をいたします。

※チェック項⽬の内容は、当該知財評価の成果物の内容とは必ずしも⼀致しておりません。
特許権者以外の⽅は、その他の括弧内にその旨をご記⼊ください。
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